
⼾⽥市新型インフルエンザ等対策⾏動計画の概要

●新型インフルエンザ等対策特別措置法第７条の規定に基づく、新型インフルエンザ等が発⽣した場合に備え、平時の準備や感染症発⽣時の対策の内容を⽰した計画と
なります。※なお、市⾏動計画は、平成１８年１⽉に策定し、平成２６年１１⽉に改定しています。

●新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、令和６年７⽉に政府⾏動計画が抜本的に改正され、県⾏動計画は、政府⾏動計画の改定内容を踏まえ令和７年１⽉に
改正されています。今回、国・県の改定の内容を踏まえ市⾏動計画の改定を⾏うものです。

●今後は、概ね６年ごとの政府⾏動計画改定にかかる検討を踏まえて、必要に応じて市⾏動計画の⾒直しを⾏います。

２．市⾏動計画の⽬的（現⾏計画から⼤幅な変更なし）
（１）感染拡⼤を可能な限り抑制し、市⺠の⽣命および健康を保護する
・社会活動制限による対応と市⺠の⾏動抑制を通じて、感染拡⼤を抑え、流⾏の
ピークを遅らせ、医療提供体制の整備やワクチン製造等の時間を確保

・宿泊療養施設や⾃宅療養体制を通じ、流⾏ピーク時の患者数等を少なくし医療
提供体制への負荷を軽減

・重症者・死亡者の極⼩化を⽬標
（２）市⺠⽣活および地域経済に及ぼす影響が最⼩となるようにする
・感染拡⼤防⽌と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に実施

３．市⾏動計画の対象感染症
特措法上「新型インフルエンザ等」と定義される以下のもの
①新型インフルエンザ等感染症
新型インフルエンザ・再興型インフルエンザ
新型コロナウイルス感染症・再興型コロナウイルス感染症

②指定感染症
１類〜３類、新型インフルエンザ等感染症と同等の危険性があるもの

③新感染症
既知の感染症とは明らかに異なり、健康に重⼤な影響を与えるもの

４．市⾏動計画改定のポイント

（１）政府⾏動計画や県⾏動計画の改定及び新型コロナ
対応の教訓を踏まえ、計画を抜本的に改定

（２）対策項⽬が拡充され（１３項⽬）、そのうち
７項⽬を市の計画に反映

（３）対策項⽬ごとに３区分（準備期、初動期、対応
期）に再設定の上、準備期の取組を充実

（４）平時から感染症等に関する普及啓発や偏⾒・差別
等の防⽌や偽・誤情報対策も含めたリスクコミュ
ニケーションの在り⽅を整理

（５）住⺠に対する予防接種（ワクチン）の実施に
ついて具体的な対応を明記

①実施体制
●情報収集・分析
●サーベイランス
②情報提供・共有、リスクコミュニケーション
●⽔際対策
③まん延防⽌
④ワクチン
●医療
●治療薬・治療法
●検査
⑤保健
⑥物資
⑦市⺠⽣活及び地域経済の安定の確保

①実施体制
②サーベイランス・情報収集
③情報提供・共有
④まん延防⽌
⑤予防接種
⑥医療
⑦市⺠⽣活及び市⺠経済の
安定の確保

現⾏

１．市⾏動計画改定の趣旨

改定後

※１３項⽬のうち
下線７項⽬が市対応



初動期 国内外で新型インフルエ
ンザ等に位置付けられる
可能性がある感染症が発
⽣した段階

対応期 ・（国内での）発⽣の初期段階
・国内で感染が拡⼤し、病原体の性状等に応じて対応する時期
・ワクチンや治療薬等により対応⼒が⾼まる時期
・流⾏状況が収束し、特措法によらない基本的な感染症対策に移⾏する時期

市 ① 実 施 体 制
〇厚労省による新型インフルエンザ等発⽣の公表に伴い、情報収集

〇市対策本部の設置（市）
〇緊急事態措置への対応

国
県

情 報 収 集 ・
サ ー ベ イ
ラ ン ス

●国外における感染症の発⽣情報の覚知 ●（定点把握でも発⽣動向が
●当該感染症に対する類似症サーベイランスの開始 ●複数のサーベイランスの実施 把握できる場合、）
●症例定義の作成 ●届出基準の設定、全数把握開始 ーー→ 原因となる病原体の性状や臨床像の情報の蓄積 ーー→ 定点把握への移⾏

市
② リ ス ク
コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン

〇迅速かつ⼀体的な情報提供・共有
〇双⽅向コミュニケーションの実施 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー→
〇偏⾒・差別や偽・誤情報への啓発

国
県 ⽔ 際 対 策 ●対策開始 ●対策強化 ●国内発⽣状況等を踏まえた対策の変更 ●対策継続の要否の判断

（情報提供等） （⼊国制限）

市 ③まん延防⽌ 〇まん延防⽌対策の準備 〇まん延防⽌等重点措置、緊急事態措置等による感染拡⼤防⽌の取組

市 ④ ワ ク チ ン
〇ワクチンの接種に必要な資材の準備 〇接種記録を適切に管理

〇接種体制の構築（⼤規模接種会場、ワクチンパス等） 〇副反応情報等の収集・提供
（国）●パンデミックワクチンの開発 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー→ ●承認、接種開始 〇健康被害救済制度の周知

国
県 医 療

●感染症指定医療機関による対応ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー→
●流⾏初期医療確保措置対象の協定締結医療機関中⼼の対応ーーーーーーーーーーーーーーーーー→

●治療に関する情報等の随時公表・⾒直し ●協定締結医療機関中⼼の対応ーーーーーーーーーー→

国
県

治 療 薬
・ 治 療 法

●ゲノム情報⼊⼿・提供 ●治療薬の開発ーーー→ ●既存薬の適応拡⼤ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー→ ●新薬の承認、使⽤開始
●病原体⼊⼿・提供
●臨床研究開始

国
県 検 査

●ＰＣＲ検査⼿法の確⽴
●検査体制の全国的な⽴ち上げ

●抗原定性検査薬の開発 ーーー→ ●承認、普及

市 ⑤ 保 健
〇体制の整備 〇県や保健所が⾏う⾃宅・宿泊療養の調整、健康観察・⽣活⽀援への協⼒

〇国や県が設置する相談センターを周知
（県）●⼊院勧告・措置、移送、⼊院調整

市 ⑥ 物 資
〇需給状況、備蓄・配置状況の確認

〇県と緊密に連携
〇物資及び資材が不⾜する場合は、各関係機関が相互に融通

市 ⑦ 市 ⺠ ⽣ 活
・ 地 域 経 済

〇県が⾏う事業継続に向けた準備の要請に市として協⼒
〇⽣活関連物資等の購⼊に関して市⺠へ適切な⾏動を呼びかけ 〇関係業界団体等に供給の確保や便乗値上げ防⽌等を要請
〇臨時遺体安置所等の確保の準備 〇可能な限り⽕葬炉を稼働するよう要請、遺体を適切に保存、広域⽕葬の応援協⼒

13項⽬（そのうち市は7項⽬）の主な対応（イメージ）について

準備期（発⽣前の段階）には
国や県との連携、
⼈員体制の整備、
資材の準備等を実施



 

 

 
 
 
 



 

 

 


